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(57)【要約】
【課題】塗装対象に容易かつ均一に塗装することができ
、かつ優れた光触媒活性を塗装対象に付与できるスプレ
ー塗料及びエアゾールスプレーを提供する。
【解決手段】本発明のスプレー塗料は、酸化タングステ
ン粒子と、増粘剤と、溶媒とを含有する。本発明のスプ
レー塗料の２５℃でのｐＨは、１．０以上５．０以下で
ある。本発明のエアゾールスプレーは、スプレー塗料が
充填されたエアゾールスプレーである。前記スプレー塗
料は、上述のスプレー塗料である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　酸化タングステン粒子と、
　増粘剤と、
　溶媒とを含有し、
　２５℃でのｐＨが１．０以上５．０以下である、スプレー塗料。
【請求項２】
　前記増粘剤の含有割合は、０．０３質量％以上１．５０質量％以下である、請求項１に
記載のスプレー塗料。
【請求項３】
　前記酸化タングステン粒子の含有量に対する前記増粘剤の含有量の比は、０．１以上２
．５以下である、請求項１又は２に記載のスプレー塗料。
【請求項４】
　前記溶媒は、水又はエタノールを含む、請求項１～３の何れか一項に記載のスプレー塗
料。
【請求項５】
　前記増粘剤は、ポリオキシアルキレンアルキルアミン、多価アルコール又はセルロース
誘導体である、請求項１～４の何れか一項に記載のスプレー塗料。
【請求項６】
　前記増粘剤の融点は、０℃以下である、請求項１～５の何れか一項に記載のスプレー塗
料。
【請求項７】
　前記増粘剤の２５℃での粘度は、０．８９ｍＰａ・ｓ以上である、請求項１～６の何れ
か一項に記載のスプレー塗料。
【請求項８】
　前記溶媒以外の全成分に対する前記酸化タングステン粒子及び前記増粘剤の合計含有割
合は、９５．０質量％以上１００．０質量％以下である、請求項１～７の何れか一項に記
載のスプレー塗料。
【請求項９】
　スプレー塗料が充填されたエアゾールスプレーであって、
　前記スプレー塗料は、請求項１～８の何れか一項に記載のスプレー塗料である、エアゾ
ールスプレー。
【請求項１０】
　構造物の内壁の塗装方法であって、
　請求項９に記載のエアゾールスプレーを前記構造物内に配設する配設工程と、
　配設された前記エアゾールスプレーから、前記スプレー塗料のエアロゾルを前記構造物
内の空間に散布する散布工程とを備える、塗装方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スプレー塗料、エアゾールスプレー及び塗装方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　光触媒粒子は、光が照射されることにより光触媒活性を発揮する粒子である。光触媒活
性としては、例えば、空気中の有害物質又は悪臭原因物質の分解、水中に溶解又は分散し
た汚染物質の分解、及び菌類の分解又は成長抑制が挙げられる。光触媒粒子としては、酸
化チタン粒子が代表的である。光触媒粒子は、例えば、塗料の成分として使用される。光
触媒粒子を含有する塗料を塗装対象（例えば、構造物の壁面）に塗装することで、塗装対
象に光触媒活性を付与できる。
【０００３】
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　特許文献１には、光触媒粒子と、分散媒と、増粘剤と、アルカノールアミンとを含有す
る光触媒コーティング組成物が記載されている。特許文献１によれば、この光触媒コーテ
ィング組成物は、施工性に優れるとされる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１７－６１６６６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、特許文献１に記載の光触媒コーティング組成物であっても、塗装対象に容易か
つ均一に塗装しつつ、優れた光触媒活性を塗装対象に付与することは困難である。
【０００６】
　本発明は上記課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、塗装対象に容易かつ均一
に塗装することができ、かつ優れた光触媒活性を塗装対象に付与できるスプレー塗料、エ
アゾールスプレー及び塗装方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一実施形態に係るスプレー塗料は、酸化タングステン粒子と、増粘剤と、溶媒
とを含有する。スプレー塗料は、２５℃でのｐＨが１．０以上５．０以下である。
【０００８】
　本発明の一実施形態に係るエアゾールスプレーは、スプレー塗料が充填されたエアゾー
ルスプレーである。前記スプレー塗料は、上述のスプレー塗料である。
【０００９】
　本発明の一実施形態に係る塗装方法は、構造物の内壁の塗装方法であって、上述のエア
ゾールスプレーを前記構造物内に配設する配設工程と、配設された前記エアゾールスプレ
ーから、前記スプレー塗料のエアロゾルを前記構造物内の空間に散布する散布工程とを備
える。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明のスプレー塗料、エアゾールスプレー及び塗装方法は、塗装対象に容易かつ均一
に塗装することができ、かつ優れた光触媒活性を塗装対象に付与できる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】実施例で行った塗装試験に用いた試験装置の平面図である。
【図２】図１の試験装置の側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施形態について説明する。ただし、本発明は、実施形態に何ら限定さ
れず、本発明の目的の範囲内で適宜変更を加えて実施できる。
【００１３】
＜第１実施形態＞
　本発明の第１実施形態のスプレー塗料は、酸化タングステン粒子と、増粘剤と、溶媒と
を含有する。本発明のスプレー塗料は、２５℃でのｐＨ（水素イオン指数）が１．０以上
５．０以下である。本発明のスプレー塗料は、例えば、構造物（例えば、建造物）の内壁
の塗装に用いることができる。
【００１４】
　本発明のスプレー塗料の使用方法の一例を説明する。まず、本発明のスプレー塗料をエ
アゾールスプレーに充填する。エアゾールスプレーには、通常、本発明のスプレー塗料と
共に、噴射剤が充填される。このエアゾールスプレーを、構造物内に配設する。そして、
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配設されたエアゾールスプレーから、本発明のスプレー塗料のエアロゾルを構造物内の空
間に散布する。散布されたエアロゾルは、構造物内の空間を浮遊し、構造物の内壁に付着
する。エアロゾルが構造物の内壁に付着した後、エアロゾルに含まれる溶媒が蒸発する。
以上により、構造物の内壁に酸化タングステン粒子が付着することとなり、構造物の内壁
に光触媒活性が付与される。
【００１５】
　上述の塗装方法は、他の塗装法（例えば、吹き付け塗装法、ローラー塗装法及び刷毛塗
装法）と比較し、塗装作業者に要求される作業量、技巧及び知識量が少ないため施工が容
易である。そのため、本発明のスプレー塗料は、塗装対象に容易に塗装することができる
。
【００１６】
　上述の塗装方法に用いるスプレー塗料は、可視光に対する光触媒活性を有する光触媒粒
子を含有することが好ましい。構造物の内壁には、可視光を主に含む人工光（例えば、Ｌ
ＥＤ光）が照射されることが多いためである。本発明のスプレー塗料が含有する酸化タン
グステン粒子は、一般的な光触媒粒子（例えば、酸化チタン粒子）と異なり、可視光に対
する光触媒活性を有する。そのため、本発明のスプレー塗料で塗装された構造物の内壁は
、可視光を主に含む人工光の照射によっても光触媒活性を発揮できる。
【００１７】
　また、本発明のスプレー塗料は、塗装対象に均一に塗装することができ、かつ優れた光
触媒活性を塗装対象に付与できる。その理由は、以下のように推測される。
【００１８】
　上述の塗装方法においては、スプレー塗料をエアロゾル化した際にスプレー塗料の液滴
からの溶媒の蒸発を抑制することが重要と判断される。特に、乾燥した環境で塗装を行う
場合、スプレー塗料の液滴からの溶媒の蒸発を抑制することが極めて重要と判断される。
もし、スプレー塗料の液滴から溶媒が蒸発した場合、酸化タングステン粒子そのものが空
間を漂うこととなるためである。詳しくは、空間を漂う酸化タングステン粒子は、複数が
凝集して凝集体を形成する（例えば、粒子径１μｍ以上の凝集体）。酸化タングステン粒
子の凝集体が塗装対象の表面に付着すると、塗装対象の表面に凹凸が形成される。表面に
凹凸が発生した塗装対象は、光の反射によって白く見え、外観性が低下する場合がある（
以下、この現象を白化現象と記載することがある）。また、酸化タングステン粒子の凝集
体が表面に付着した塗装対象は、耐脱離性（耐摩擦性）が低く、別の部材又は人体が塗装
対象に接触すると酸化タングステン粒子の凝集体が脱離して周囲を汚染する場合がある。
【００１９】
　これに対し、本発明のスプレー塗料は、増粘剤を含有するため粘度が比較的高い。その
ため、本発明のスプレー塗料は、エアロゾル化した際に液滴の内部での対流が起こり難く
、その結果、液滴からの溶媒の蒸発を抑制できる。そのため、本発明のスプレー塗料は、
エアロゾル化した後、塗装対象に付着するまで液滴の状態を維持できる。以上より、本発
明のスプレー塗料は、上述の塗装方法においても、酸化タングステン粒子の凝集体の発生
を抑制し、塗装対象に均一に塗装できる。
【００２０】
　また、酸化タングステン粒子は、ｐＨの高いスプレー塗料中では凝集して沈殿する傾向
がある。このようなスプレー塗料は、塗装対象に塗装しても十分な光触媒活性を付与でき
ない傾向がある。本発明のスプレー塗料は、ｐＨが１．０以上５．０以下であるため、酸
化タングステン粒子の沈殿を抑制できる。そのため、本発明のスプレー塗料は、優れた光
触媒活性を塗装対象に付与できる。
【００２１】
　なお、本発明のスプレー塗料は、エアゾールスプレーに充填して用いる以外に、例えば
、電動スプレー及びエアスプレーに充填して用いてもよい。なお、電動スプレーとは、電
気機器（例えば、電動ポンプ）を利用したスプレー装置である。エアスプレーとは、外部
に設けられた圧縮空気又は液化ガスにより発生した空気圧を利用したスプレー装置である
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。
【００２２】
　酸化タングステン粒子によって分解される分解対象としては、例えば、揮発性有機化合
物（Ｖｏｌａｔｉｌｅ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｃｏｍｐｏｕｎｄｓ、ＶＯＣ）が挙げられ、よ
り具体的には、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びアンモニアが挙げられる。
【００２３】
　本発明のスプレーの２５℃でのｐＨとしては、１．０以上５．０以下であり、３．０以
上５．０以下がより好ましく、４．０以上４．７以下がより好ましい。本発明のスプレー
の２５℃でのｐＨを１．０以上とすることで、塗装対象の腐食を抑制できる。本発明のス
プレーの２５℃でのｐＨを５．０以下とすることで、酸化タングステン粒子の沈殿を抑制
できる。
【００２４】
［酸化タングステン粒子］
　酸化タングステン粒子は、酸化タングステンを主成分とする粒子である。酸化タングス
テン粒子における酸化タングステンの含有割合としては、９０質量％以上が好ましく、９
７質量％以上がより好ましい。酸化タングステン粒子に含有される酸化タングステンとし
ては、例えば、ＷＯ3（三酸化タングステン）、ＷＯ2、ＷＯ、Ｗ2Ｏ3、Ｗ4Ｏ5、Ｗ4Ｏ11

、Ｗ25Ｏ73、Ｗ20Ｏ58、及びＷ24Ｏ68、並びにこれらの混合物が挙げられる。より優れた
光触媒活性を塗装対象に付与する観点から、酸化タングステンとしては、ＷＯ3が好まし
い。
【００２５】
　酸化タングステン粒子に含有される酸化タングステンの結晶構造は、特に限定されない
。酸化タングステンの結晶構造としては、例えば、単斜晶、三斜晶、斜方晶、及びこれら
のうち少なくとも２種の混晶が挙げられる。
【００２６】
　酸化タングステン粒子は、実質的に酸化タングステンのみを含有する酸化タングステン
コア粒子と、この酸化タングステンコア粒子が担持する助触媒とを備える複合粒子であっ
てもよい。このような複合粒子を用いることで、より優れた光触媒活性を塗装対象に付与
できる。酸化タングステンコア粒子は、１種の助触媒のみを担持していてもよく、２種以
上の助触媒を担持していてもよい。
【００２７】
　助触媒に含有される金属としては、例えば、白金（Ｐｔ）、金（Ａｕ）、銀（Ａｇ）、
銅（Ｃｕ）、亜鉛（Ｚｎ）、パラジウム、鉄、ニッケル、ルテニウム、イリジウム、ニオ
ブ、ジルコニウム、及びモリブデンが挙げられる。これらの金属は、例えば、錯体、塩化
物、臭化物、沃化物、酸化物、水酸化物、硫酸塩、硝酸塩、炭酸塩、酢酸塩、燐酸塩、又
は有機酸塩の形態で、助触媒に含有されていてもよい。助触媒の好適な例としては、白金
が挙げられる。酸化タングステン粒子は、酸化タングステンコア粒子と、酸化タングステ
ンコア粒子に担持される助触媒としての白金とを備える複合粒子が好ましい。
【００２８】
　酸化タングステン粒子における助触媒の含有割合（以下、助触媒担持率と記載すること
がある）としては、０．０１質量％以上３質量％以下が好ましい。助触媒担持率を０．０
１質量％以上３質量％以下とすることで、より優れた光触媒活性を塗装対象に付与できる
。
【００２９】
　酸化タングステン粒子の体積中位径（以下、「Ｄ50」と記載することがある）としては
、１ｎｍ以上５００ｎｍ以下が好ましく、５ｎｍ以上２００ｎｍ以下がより好ましい。酸
化タングステン粒子のＤ50を５ｎｍ以上とすることで、本発明のスプレー塗料中での酸化
タングステン粒子の凝集を抑制でき、かつ仮に酸化タングステン粒子が凝集したとしても
容易に再分散させることができる。酸化タングステン粒子のＤ50を２００ｎｍ以下とする
ことで、本発明のスプレー塗料の製造時に酸化タングステン粒子を他の成分と混合させ易
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くなる。また、酸化タングステン粒子のＤ50を２００ｎｍ以下とすることで、塗装対象に
付着した酸化タングステン粒子の脱離を抑制できる。Ｄ50は、レーザー回折散乱式粒度分
布測定装置を用いて、レーザー回折散乱法に基づき測定された体積基準の５０％積算径で
ある。
【００３０】
　酸化タングステン粒子のＤ50は、酸化タングステン粒子の二次粒子についての物性であ
る。また、酸化タングステン粒子が酸化タングステンコア粒子及び助触媒を備える複合粒
子である場合、酸化タングステン粒子のＤ50は、この複合粒子のＤ50である。
【００３１】
　本発明のスプレー塗料における酸化タングステン粒子の含有割合としては、０．０５質
量％以上２．０質量％以下が好ましく、０．３質量％以上０．８質量％以下がより好まし
い。酸化タングステン粒子の含有割合を０．０５質量％以上とすることで、より優れた光
触媒活性を塗装対象に付与できる。酸化タングステン粒子の含有割合を３．０質量％以下
とすることで、酸化タングステン粒子の凝集を抑制できる。
【００３２】
　本発明のスプレー塗料は、１種の酸化タングステン粒子のみを含有してもよく、２種以
上の酸化タングステン粒子を含有してもよい。なお、本発明のスプレー塗料は、酸化タン
グステン粒子に加えて、酸化タングステン粒子以外の光触媒を更に含有していてもよい。
【００３３】
［増粘剤］
　増粘剤とは、溶液（例えば、水）に添加した際に溶液の粘度を増大させる成分である。
増粘剤の融点としては、０℃以下が好ましく、－５℃以上０℃以下がより好ましい。融点
が０℃以下の増粘剤を含有することで、本発明のスプレー塗料をエアロゾル化した際に、
液滴から溶媒が多少蒸発したとしても、増粘剤の析出を抑制して液滴の粘度を維持できる
。その結果、上述の酸化タングステン粒子の凝集体の発生を抑制できる。
【００３４】
　増粘剤は、融点が０℃以下である場合、通常は２５℃において液体である。この場合、
増粘剤は、水よりも粘度が高いことが好ましい。具体的には、増粘剤の２５℃での粘度と
しては、０．８９ｍＰａ・ｓ以上であることが好ましく、０．８９ｍＰａ・ｓ以上３００
ｍＰａ・ｓ以下がより好ましく、８０ｍＰａ・ｓ以上２００ｍＰａ・ｓ以下が更に好まし
く、１２０ｍＰａ・ｓ以上１３５ｍＰａ・ｓ以下が特に好ましい。増粘剤の２５℃での粘
度を０．８９ｍＰａ・ｓ以上とすることで、本発明のスプレー塗料に適度な粘性を付与し
、上述の酸化タングステン粒子の凝集体の発生を抑制できる。増粘剤の２５℃での粘度を
３００ｍＰａ・ｓ以下とすることで、本発明のスプレー塗料をエアロゾル化して散布し易
くできる。ここで、増粘剤の粘度の測定は、ＪＩＳ（日本産業規格）Ｚ－８８０３：２０
１１「液体の粘度測定方法」に準拠した落球粘度計による測定方法により行うことができ
る。
【００３５】
　増粘剤としては、例えば、無機増粘剤（例えば、ゼオライト、タルク、クロライト、カ
オリナイト、イライト、グローコナイト、セリサイト及びスメクタイト及び炭酸カルシウ
ム）、セルロース誘導体（例えば、カルボキシメチルセルロース、メチルセルロース、酢
酸フタル酸セルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、及びヒドロキシプロピル
メチルセルローステレフタレート）、多価アルコール（例えば、グリセロール）、ポリア
ルキレングリコール（例えば、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコール及び
ポリブチレングリコール）及びポリオキシアルキレンアルキルアミン（例えば、ポリオキ
シエチレンラウリルアミン及びポリオキシエチレンステアリルアミン）が挙げられる。
【００３６】
　増粘剤としては、ポリオキシアルキレンアルキルアミン、多価アルコール又はセルロー
ス誘導体が好ましく、ポリオキシエチレンラウリルアミンがより好ましい。ポリオキシエ
チレンアルキルアミンは、融点が０℃以下であり、かつ２５℃での粘度が０．８９ｍＰａ
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・ｓ以上である。そのため、増粘剤としてポリオキシエチレンアルキルアミンを用いるこ
とで、本発明のスプレー塗料に適度な粘性を付与し、上述の酸化タングステン粒子の凝集
体の発生を抑制できる。
【００３７】
　本発明のスプレー塗料における増粘剤の含有割合としては、０．０３質量％以上１．５
０質量％以下が好ましく、０．２質量％以上１．２０質量％以下がより好ましい。増粘剤
の含有割合を０．０３質量％以上とすることで、本発明のスプレー塗料に適度な粘性を付
与し、上述の酸化タングステン粒子の凝集体の発生を抑制できる。増粘剤の含有割合を１
．５０質量％以上とすることで、本発明のスプレー塗料をエアロゾル化して散布し易くで
きる。
【００３８】
　酸化タングステン粒子の含有量に対する増粘剤の含有量の比（増粘剤／酸化タングステ
ン粒子）としては、０．１以上２．５以下が好ましく、０．７以上２．２以下がより好ま
しい。上述の比を０．１以上とすることで、本発明のスプレー塗料に適度な粘性を付与し
、上述の酸化タングステン粒子の凝集体の発生を抑制できる。上述の比を２．５以下とす
ることで、増粘剤が塗装対象に過剰に付着することを抑制できる。
【００３９】
［溶媒］
　溶媒としては、例えば、水性溶媒が挙げられる。水性溶媒としては、水及びアルコール
（例えば、メタノール、エタノール及びイソプロパノール）が挙げられる。溶媒としては
、水又はエタノールが好ましく、水及びエタノールの混合溶媒がより好ましい。
【００４０】
　本発明のスプレー塗料が溶媒としてアルコールを含有する場合、本発明のスプレー塗料
におけるアルコールの含有割合としては、２０質量％以上７０質量％以下が好ましく、４
５質量％以上６５質量％以下がより好ましい。
【００４１】
　本発明のスプレー塗料は、酸化タングステン粒子、増粘剤及び溶媒のみを含有すること
が好ましいが、必要に応じて、他の成分（例えば、界面活性剤及び添加剤）を更に含有し
ていてもよい。
【００４２】
　本発明のスプレー塗料において、溶媒以外の全成分に対する酸化タングステン粒子及び
増粘剤の合計含有割合としては、９５質量％以上１００質量％以下が好ましく、９９質量
％以上１００質量％以下がより好ましい。このように、上述の合計含有割合を９５質量％
以上１００質量％以下とすることで、本発明のスプレー塗料をエアロゾル化して空間に散
布し易くなる。
【００４３】
［製造方法］
　次に、本発明のスプレー塗料の製造方法の一例を説明する。本発明のスプレー塗料の製
造方法は、酸化タングステン粒子形成工程と、混合工程とを備える。なお、市販の酸化タ
ングステン粒子を使用する場合には、酸化タングステン粒子形成工程は省略できる。
【００４４】
（酸化タングステン粒子形成工程）
　酸化タングステン粒子形成工程は、一次粉砕工程と、二次粉砕工程とを備える。酸化タ
ングステン粒子形成工程は、必要に応じて、助触媒担持工程を更に備えていてもよい。
【００４５】
　一次粉砕工程を説明する。一次粉砕工程では、酸化タングステンの原料粒子を分散媒中
で粉砕（湿式粉砕）する。一次粉砕工程によって、酸化タングステンの原料粒子の個数平
均一次粒子径を低下させることができる。
【００４６】
　湿式粉砕に用いる分散媒としては、例えば、水及びエタノールが挙げられる。湿式粉砕
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を行う粉砕機としては、例えば、ホモジナイザー、超音波分散機、及びビーズミルが挙げ
られる。湿式粉砕では、処理時間を長くする程、酸化タングステンの原料粒子の個数平均
一次粒子径を低下させることができる。また、ビーズミルを用いて湿式粉砕を行う場合、
ビーズミルの周速を速くする程、酸化タングステンの原料粒子の個数平均一次粒子径を低
下させることができる。
【００４７】
　一次粉砕工程後、粉砕後の酸化タングステンの原料粒子を含む分散液から分散媒の少な
くとも一部を除去し、得られた塊状物を二次粉砕工程（又は助触媒担持工程）の原料とし
て用いることができる。分散媒の除去方法としては、例えば、風乾及び加熱乾燥が挙げら
れる。なお、一次粉砕工程後に助触媒担持工程を行う場合、粉砕後の酸化タングステン粒
子が分散した分散液をそのまま助触媒担持工程の原料（酸化タングステンコア粒子）とし
て用いてもよい。
【００４８】
　助触媒担持工程を説明する。助触媒担持工程では、粉砕後の酸化タングステンの原料粒
子を含む分散液に助触媒を添加した後、担持処理を行うことにより、粉砕後の酸化タング
ステンの原料粒子に助触媒が担持される。具体的な担持処理の方法としては、例えば、加
熱処理法、紫外線による光析出法、及び可視光による光析出法が挙げられる。
【００４９】
　助触媒担持工程においては、助触媒を添加する代わりに、助触媒の前駆体を添加しても
よい。助触媒の前駆体を添加する場合、助触媒の前駆体が加熱されることで助触媒に変化
し、粉砕後の酸化タングステン粒子に助触媒が担持される。助触媒が白金である場合、助
触媒の前駆体としては、例えば、酸化白金（ＩＩ）、酸化白金（ＩＶ）、塩化白金（ＩＩ
）、塩化白金（ＩＶ）、塩化白金酸、ヘキサクロロ白金酸、及びテトラクロロ白金酸、並
びにこれらの錯体が挙げられる。
【００５０】
　助触媒担持工程後、助触媒が担持された粉砕後の酸化タングステンの原料粒子を含む分
散液から分散媒の少なくとも一部を除去し、得られた塊状物を二次粉砕工程の原料として
用いることができる。分散媒の除去方法としては、例えば、風乾及び加熱乾燥が挙げられ
る。
【００５１】
　二次粉砕工程を説明する。二次粉砕工程では、一次粉砕工程で得られた塊状物又は助触
媒担持工程で得られた塊状物を気体中で粉砕（乾式粉砕）する。二次粉砕により、酸化タ
ングステンの原料粒子が凝集し、適度なＤ50を有する二次粒子である酸化タングステン粒
子が得られる。
【００５２】
　乾式粉砕は、例えば、大気中又は不活性ガス雰囲気中で行うことができる。乾式粉砕に
用いる粉砕機としては、例えば、衝突板式粉砕機（例えば、衝突板式ジェットミル）、流
動層式粉砕機（例えば、流動層式ジェットミル）、機械式粉砕機（例えば、ハンマーミル
）、及びボールミルが挙げられる。乾式粉砕は、乳鉢及び乳棒を用いて行うこともできる
。乾式粉砕の処理時間を長くする程、酸化タングステン粒子のＤ50が小さくなる。
【００５３】
　二次粉砕により得られた酸化タングステン粒子は、そのまま混合工程に用いてもよいが
、分級処理後に混合工程に用いることが好ましい。酸化タングステン粒子を分級処理する
ことにより、更に適度なＤ50を有する酸化タングステン粒子を得ることができる。分級に
用いる分級機としては、例えば、気流式分級機、及び振動篩が挙げられる。分級条件を変
更することにより、酸化タングステン粒子のＤ50を調整することができる。分級機として
振動篩を用いる場合、篩のメッシュ径を小さくする程、Ｄ50の小さい酸化タングステン粒
子を得ることができる。
【００５４】
（混合工程）
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　混合工程では、酸化タングステン粒子と、増粘剤と、溶媒とを混合する。これにより、
本発明のスプレー塗料が得られる。混合及び攪拌は、例えば、攪拌機を用いて行うことが
できる。
【００５５】
＜第２実施形態：エアゾールスプレー＞
　本発明の第２実施形態のエアゾールスプレーは、スプレー塗料が充填されたエアゾール
スプレーである。このスプレー塗料は、第１実施形態のスプレー塗料である。
【００５６】
　本発明のエアゾールスプレーは、例えば、スプレー容器と、スプレー容器に充填された
第１実施形態のスプレー塗料及び噴射剤（例えば、圧縮ガス及び液化ガス）とを備える。
この場合、本発明のエアゾールスプレーは、噴射剤と共に第１実施形態のスプレー塗料を
噴射する。第１実施形態のスプレー塗料は、噴射後にエアロゾル化する。
【００５７】
　本発明のエアゾールスプレーは、例えば、後述する第３実施形態の塗装方法に記載の方
法で使用することができる。本発明のエアゾールスプレーは、製造業者が散布条件を適切
に設定しておくことにより、例えば、一般消費者であっても容易に塗装作業を行うことが
できる。
【００５８】
＜第３実施形態：塗装方法＞
　本発明の第３実施形態に係る塗装方法は、構造物の内壁の塗装方法であって、第２実施
形態のエアゾールスプレーを構造物内に配設する配設工程と、配設された第２実施形態の
エアゾールスプレーから、第１実施形態のスプレー塗料のエアロゾルを構造物内の空間に
散布する散布工程とを備える。
【００５９】
［配設工程］
　本工程では、第２実施形態のエアゾールスプレーを構造物内に配設する。構造物として
は、特に限定されないが、例えば、建築物（具体的には、例えば、住宅、工場及びオフィ
ス）が挙げられる。第２実施形態のエアゾールスプレーを配設する方法としては、特に限
定されないが、例えば、平坦な場所（例えば、床）に第２実施形態のエアゾールスプレー
を載置するとよい。
【００６０】
［散布工程］
　本工程では、配設された第２実施形態のエアゾールスプレーから、第１実施形態のスプ
レー塗料のエアロゾルを構造物内の空間に散布する。散布されたエアロゾルは、構造物内
を漂った後、構造物の内壁に付着する。これにより、構造物の内壁が酸化タングステン粒
子によって塗装される。
【００６１】
　本工程において、第１実施形態のスプレー塗料の単位時間当たりのスプレー量としては
、例えば、１５ｍＬ／分以上４５ｍＬ／分以下（特に、３０ｍＬ／分）である。本工程で
は、エアロゾルの散布後、一定時間（例えば、３分以上３０分以下）待機することが好ま
しい。これにより、散布されたエアロゾルを構造物の内壁に十分に付着させることができ
る。また、本工程では、エアロゾルの散布後、必要に応じて構造物内を換気することが好
ましい。これにより、余剰のエアロゾルを構造物外へ排出できる。なお、本工程中、作業
者は、必要に応じて構造物外に退避することが好ましい。
【実施例】
【００６２】
　以下、実施例を示して本発明をより具体的に説明する。ただし、本発明は、実施例に限
定されるものではない。
【００６３】
　なお、本実施例において、酸化タングステン粒子のＤ50は、レーザー回折・散乱式粒子
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径分布測定装置（マイクロトラック・ベル社製「マイクロトラック（登録商標）ＭＴ３０
００ＩＩ」）を用いて測定した。
【００６４】
［酸化タングステン粒子Ｗの形成］
　水５０ｍＬに、酸化タングステン原料粒子（ＷＯ3、株式会社高純度化学研究所製）５
ｇを分散させて、分散液Ｉを得た。ビーズミル（日本コークス工業株式会社製「ＭＳＣ５
０－ＺＺ」）に、分散液Ｉを投入した。上述のビーズミルを用いて、分散液Ｉ中の酸化タ
ングステン原料粒子を９０分間粉砕した。
【００６５】
　次いで、遠心分離機（株式会社コクサン製「Ｈ－２０１Ｆ」）を用いて、３０００ｒｐ
ｍの回転速度で分散液Ｉを５分間遠心分離し、沈降した酸化タングステン粒子を取り出し
た。取り出した酸化タングステン粒子５ｇを、水５０ｍＬに分散させて、分散液ＩＩを得
た。
【００６６】
　分散液ＩＩにヘキサクロロ白金酸水溶液（Ｈ2ＰｔＣｌ6）を添加した。ヘキサクロロ白
金酸水溶液の添加量は、酸化タングステン粒子１００質量部に対して白金０．５質量部と
なるように調整した。添加後の分散液ＩＩに対して、攪拌、濾過、水洗浄及び乾燥を行う
ことにより、酸化タングステン粒子Ｗを得た。得られた酸化タングステン粒子Ｗは、酸化
タングステンコア粒子と、酸化タングステンコア粒子に担持された白金とを備える粒子で
あり、Ｄ50は３０ｎｍであった。
【００６７】
　上述のビーズミルを用いて、８０質量部の純水に２０質量部の酸化タングステン粒子Ｗ
を分散させた。これにより、酸化タングステン粒子Ｗを含有するスラリー（濃度２０質量
％）を得た。
【００６８】
＜スプレー塗料の調製＞
　以下の方法により、実施例及び比較例のスプレー塗料を調製した。まず、スプレー塗料
の調製に用いた増粘剤を説明する。
【００６９】
　アミート（登録商標）１０２：花王株式会社製、ポリオキシエチレンラウリルアミン、
融点－２℃、２５℃での粘度１２８ｍＰａ・ｓ
　アミート（登録商標）１０５：花王株式会社製、ポリオキシエチレンラウリルアミン、
融点－１２℃、２５℃での粘度１３２ｍＰａ・ｓ
　グリセロール：キシダ化学株式会社製、融点１７．８℃、２５℃での粘度１４１ｍＰａ
・ｓ
　カルボキシメチルセルロース（ＣＭＣ）：ダイセルファインケム株式会社製、常圧下で
固体であるため融点及び２５℃での粘度は測定不能。
【００７０】
［実施例１］
　酸化タングステン粒子Ｗを含有するスラリー（濃度２０質量％）に、水と、エタノール
と、増粘剤（花王株式会社製「アミート（登録商標）１０２」）とを添加し、混合した。
これにより、光触媒（酸化タングステン粒子）０．４質量％、増粘剤０．４質量％及びエ
タノール５５質量％を含有する実施例１のスプレー塗料を得た。実施例１のスプレー塗料
は、酸化タングステン粒子の含有量に対する増粘剤の含有量の比（増粘剤／酸化タングス
テン粒子）が１．０であった。実施例１のスプレー塗料のｐＨを測定したところ、ｐＨ４
．２であった。
【００７１】
［実施例２～６及び比較例１～２］
　水の添加量と、増粘剤の種類及び添加量とを変更した以外は、実施例１と同様の方法に
より、実施例２～６及び比較例１～２のスプレー塗料を調製した。実施例２～６及び比較
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例１～２では、得られるスプレー塗料の組成が下記表１となるように各原料を添加した。
なお、比較例１では、増粘剤を添加しなかった。
【００７２】
　下記表１において、「光触媒」は、酸化タングステン粒子Ｗを示す。各成分の「質量％
」は、スプレー塗料における各成分の含有割合を示す。含有量比「光触媒／増粘剤」は、
酸化タングステン粒子の含有量に対する増粘剤の含有量の比（増粘剤／酸化タングステン
粒子）を示す。「ＥｔＯＨ」は、エタノールを示す。
【００７３】
【表１】

【００７４】
＜評価＞
　各スプレー塗料を用いて以下の方法により塗装試験を行った。そして、各スプレー塗料
を塗装した後の塗装対象について、白化現象の有無と、耐脱離性とを評価した。また、各
スプレー塗料に含まれる酸化タングステン粒子Ｗのガス分解性能を評価した。評価結果を
下記表２に示す。
【００７５】
　塗装試験では、まず、直方体状のサンプル台Ａ（縦６０ｃｍ、横３０ｃｍ、高さ６０ｃ
ｍ）と、直方体状の試験容器Ｂ（内寸法：縦１５０ｃｍ、横２００ｃｍ、高さ１２０ｃｍ
）とを用意した。そして、図１の平面図及び図２の側面図に示す位置関係で、試験容器Ｂ
の内側にサンプル台Ａを配設し、これを試験装置とした。試験装置は、水平な床上に載置
した。
【００７６】
　塗装対象のサンプルとして、直径５ｃｍのポリカーボネート製円板を用意した。評価し
易くするため、サンプルには摩擦帯電処理を行った。具合的には、セルロース製布帛を用
いてサンプルの表面を摩擦し、約１０ｋＶに帯電させた。
【００７７】
　サンプル台Ａの上面に、５枚のサンプルを載置した。次に、図１及び図２のＸの位置か
ら、対角のＹの位置に向けて、評価対象のスプレー塗料（詳しくは、実施例１～６及び比
較例１～２のスプレー塗料の何れか）を３分間噴霧した。噴霧された評価対象のスプレー
塗料は、エアロゾル化して試験容器Ｂ内の空間に散布された。評価対象のスプレー塗料の
噴霧には、波動式噴霧洗浄エアーガン（株式会社インベント製「パルストルネーダーＨＥ
－２」）を用いた。評価対象のスプレー塗料の噴霧圧は、０．５ＭＰａとした。評価対象
のスプレー塗料の単位時間当たりの噴霧量は、１５ｍＬ／分とした。その後、５分間待機
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し、エアロゾル化した各スプレー塗料を各サンプルに付着させた後、サンプルを回収した
。
【００７８】
［白化現象］
　５枚のサンプルの表面を目視で観察し、以下の評価基準により各サンプルの白化現象の
程度を評価した。
　Ａ（特に良好）：表面をどの角度から見ても透明であった。
　Ｂ（良好）：正面から見ると透明であったが、斜めから見ると白く見えた。
　Ｃ（不良）：正面から見て白く見えた。
【００７９】
［耐脱離性］
　白化現象の評価後、蛍光Ｘ線分析装置（株式会社リガク社製「ＺＳＸ（登録商標）ｐｒ
ｉｍｕｓ」）により、各サンプルの表面に付着した酸化タングステン粒子の量を測定し、
５枚のサンプルの平均値（噴射前の酸化タングステン粒子の量Ｗ1）を算出した。なお、
酸化タングステン粒子の量Ｗ1は、蛍光Ｘ線分析装置により得られたタングステン原子の
ピーク強度を、別途作製した検量線に当てはめることで算出した。
【００８０】
　次に、各サンプルの表面に、汎用のエアーガン（ノズル径３ｍｍ）を用いて空気を５秒
間噴射した。空気の噴射圧は、０．５ＭＰａとした。サンプルの表面に対する空気の噴射
角度は、４５度とした。吹き付け距離は、１０ｃｍとした。その後、噴射前の酸化タング
ステン粒子の量Ｗ1の測定方法と同様の方法により、各サンプルの表面に付着した酸化タ
ングステン粒子の量（噴射後の酸化タングステン粒子の量Ｗ2）を測定した。下記式によ
り、酸化タングステン粒子の残存率を算出した。
　酸化タングステン粒子の残存率＝１００×Ｗ2／Ｗ1

【００８１】
　以下の評価基準により、各サンプルの耐脱離性を評価した。
　Ａ（特に良好）：酸化タングステン粒子の残存率が６０％以上。
　Ｂ（良好）：酸化タングステン粒子の残存率が３０％以上６０％未満。
　Ｃ（不良）：酸化タングステン粒子の残存率が３０％未満。
【００８２】
［光触媒活性の測定］
　評価対象のスプレー塗料５０ｇを計量し、直径６０ｍｍのフラットシャーレに投入した
。８０℃に加熱したホットプレート上に上述のフラットシャーレを載置し、評価対象のス
プレー塗料を乾燥させた。これにより、上述のフラットシャーレの底面に酸化タングステ
ン粒子Ｗを塗装した。次に、容量５Ｌのガスバッグ内に、上述のフラットシャーレを投入
した。次に、上述のガスバッグ内に、測定ガス（アセトアルデヒドを１００ｐｐｍ含む空
気）を充填した。次に、青色ＬＥＤを用い、上述のガスバッグ外から、上述のフラットシ
ャーレに４５００ルクスの青色光を７２時間照射した。照射開始から２４時間後、ガスバ
ッグ内の測定ガスのアセトアルデヒド濃度ＡＡ2［ｐｐｍ］を測定した。アセトアルデヒ
ド濃度の測定には、アセトアルデヒド用ガス検知管（株式会社ガステック製「９２」）を
用いた。照射前の測定ガスのアセトアルデヒド濃度ＡＡ1（１００ｐｐｍ）と、照射後の
測定ガスのアセトアルデヒド濃度ＡＡ2とに基づき、下記式によりアセトアルデヒドの残
存率を算出した。なお、酸化タングステン粒子Ｗは、光を吸収することで光触媒活性を発
揮し、アセトアルデヒドを二酸化炭素に分解する。そのため、フラットシャーレに付着し
た酸化タングステン粒子Ｗの光触媒活性が高いほど、ガスバッグ内のアセトアルデヒド濃
度は低下する。
　アセトアルデヒドの残存率＝１００×ＡＡ2／ＡＡ1

【００８３】
　以下の評価基準により、各スプレー塗料に含まれる酸化タングステン粒子Ｗのガス分解
性能を評価した。
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　Ａ（特に良好）：アセトアルデヒドの残存率が２０％未満。
　Ｂ（良好）：アセトアルデヒドの残存率が２０％以上５０％未満。
　Ｃ（不良）：アセトアルデヒドの残存率が５０％以上。
【００８４】
［総合評価］
　以下の評価基準により、各スプレー塗料の総合評価を行った。
　Ａ（良好）：白化現象、耐脱離性及びガス分解性能がそれぞれ良好又は特に良好。
　Ｂ（不良）：白化現象、耐脱離性及びガス分解性能のうち少なくとも一つが不良。
【００８５】
【表２】

【００８６】
　表２に示すように、実施例１～６のスプレー塗料は、酸化タングステン粒子と、
増粘剤と、溶媒とを含有し、２５℃でのｐＨが１．０以上５．０以下であった。そのため
、実施例１～６のスプレー塗料は、白化現象、耐脱離性及びガス分解性能の評価結果が良
好又は特に良好であった。以上から、実施例１～６のスプレー塗料は、塗装対象に均一に
塗装することができ、かつ優れた光触媒活性を塗装対象に付与できると判断される。また
、実施例１～６のスプレー塗料は、例えば、エアロゾールスプレーに充填して用いること
で、容易に塗装することができると判断される。
【００８７】
　一方、比較例１及び２のスプレー塗料は、上述の構成を満たさなかったため、白化現象
、耐脱離性及びガス分解性能の評価結果のうち少なくとも１つが不良であった。
【００８８】
　具体的には、比較例１のスプレー塗料は、増粘剤を含有しなかったため、白化現象及び
耐脱離性の評価結果が不良であった。これは、比較例１のスプレー塗料は、エアロゾル化
した際に液滴から溶媒が蒸発して酸化タングステン粒子の凝集体が発生し、酸化タングス
テン粒子の凝集体が塗装対象に付着したためであると判断される。
【００８９】
　比較例２のスプレー塗料は、ｐＨが５．０超であったため、ガス分解性能の評価結果が
不良であった。これは、比較例２のスプレー塗料は、酸化タングステン粒子が凝集して沈
殿したためであると判断される。
【産業上の利用可能性】
【００９０】
　本発明のスプレー塗料、エアゾールスプレー及び塗装方法は、構造物の内壁の塗装に利
用できる。
【符号の説明】
【００９１】
　Ａ　サンプル台
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　Ｂ　試験容器

【図１】 【図２】
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